
様式５ 

避難行動要支援者名簿の提供に関する覚書 

 

匝瑳市（以下「甲」という。）と                  （以下「乙」

という。）とは、甲が保有する避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）

を乙に提供するに当たり、次のとおり覚書を締結する。   

      

（名簿の情報）         

第１条 名簿の情報は、甲が匝瑳市地域防災計画に定める避難支援等関係者であ

る乙に対し避難行動要支援者の個人情報を提供することについて書面により

同意した者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とす

る理由その他避難支援等に必要な情報とする。 

（名簿の提供方法） 

第２条 甲から乙への名簿の提供は、書面により行う。 

（利用の目的）         

第３条 乙は、名簿の情報を避難行動要支援者に対する支援活動のために利用す

るものとする。 

（利用及び提供の制限）   

第４条 乙は、名簿を前条に規定する目的以外の目的に利用し、又は他に正当な

理由なく提供してはならない。 

（守秘義務） 

第５条 乙は、名簿により知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならな

い。 

（名簿管理者） 

第６条 乙は、名簿管理者を定め、避難行動要支援者の権利利益を侵害すること

のないよう名簿の適正な管理のために必要な措置を講じるものとする。 

（管理状況の記録） 

第７条 名簿管理者は、名簿の管理に関する状況を管理台帳に記録し、名簿とと

もに備え置かなければならない。 

（複写及び複製の禁止）        

第８条 乙は、名簿を複写し、又は複製してはならない。ただし、第３条に規定

する目的のため、やむを得ず当該名簿を複写し、又は複製する場合は、必要最

小限に行うものとし、その内容を管理台帳に記録しなければならない。 

（利用及び管理状況の報告及び検査）    

第９条 甲は、乙の名簿の利用及び管理状況について、必要に応じ報告を求める

ことができる。この場合において、乙は、書面により速やかに報告するものと

する。  

２ 甲は、乙の名簿の利用及び管理状況について、乙に事前に通知したうえで検

査することができる。この場合において、乙は、当該検査に協力するものとす

る。  

  



（事故報告等）         

第１０条 乙は、名簿の紛失、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、速や

かに事故内容等の詳細を書面により甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（損害賠償）         

第１１条 乙の故意又は重大な過失により、名簿の紛失、改ざん、漏えい等の事

故が発生し、甲と避難行動要支援者又は法定代理人との間で紛争があった場合

は、甲及び乙は誠意を持って対処するものとする。 

２ 避難行動要支援者等が損害を受け、甲が当該損害を賠償したときは、甲は乙

に対して求償権を有するものとする。 

（名簿の返還）    

第１２条 乙は、更新等により保有する必要のなくなった名簿を直ちに甲に返還

しなければならない。  

（その他） 

第１３条 本覚書に定めのない事項又は本覚書に関し疑義が生じたときは、必要

に応じて甲乙協議するものとする。 

 

上記の覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の

上、各自１通を保有するものとする。     

          

    

 

  年  月  日        

 

 

 

甲 匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

 

 

  匝瑳市長  太田 安規  印 

 

 

乙 住  所 

 

 

  団 体 名 

 

 

  代表者名         印 

 

 

 


